
　令和７年度熊本市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,987,331千円を追加し、歳入歳出予算の総額

　を歳入歳出それぞれ423,168,812千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

　金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

議 第 163 号

令 和 7 年 9 月 1 日 提 出

令和７年度熊本市一般会計補正予算

熊 本 市 長 大 西 一 史
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第１表　歳入歳出予算補正　　　　　　　　（歳　　　　入）

 100,227,340 151,189 100,378,529

15 国庫補助金 37,087,871 151,189 37,239,060

 25,147,721 221,000 25,368,721

15 県補助金 4,044,236 221,000 4,265,236

 6,529,902 58,600 6,588,502

10 基金繰入金 6,465,649 58,600 6,524,249

 1,213,089 795,942 2,009,031

10 繰 越 金 1,213,089 795,942 2,009,031

 32,973,600 1,760,600 34,734,200

10 市    債 32,973,600 1,760,600 34,734,200

  合　　　計 420,181,481 2,987,331 423,168,812

80 繰 越 金

   

90 市    債

   

       歳　　　入

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

55 国庫支出金

   

60 県支出金

   

75 繰 入 金
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歳　　　　出）

 38,624,119 59,970 38,684,089

10 総務管理費 25,379,742 40,100 25,419,842

43 社会生活費 648,763 3,329 652,092

45 自治振興費 5,302,565 2,986 5,305,551

48 文化交流費 1,375,349 13,555 1,388,904

 169,871,147 216,140 170,087,287

10 社会福祉費 74,800,412 187,784 74,988,196

15 児童福祉費 67,053,604 14,256 67,067,860

20 生活保護費 27,880,965 14,100 27,895,065

 25,955,802 11,359 25,967,161

10 保健衛生費 11,706,167 4,682 11,710,849

20 清 掃 費 10,262,263 4,018 10,266,281

25 環境保護費 2,200,424 2,659 2,203,083

 5,123,933 1,275 5,125,208

10 農林業費 2,151,677 1,275 2,152,952

 7,499,190 70,945 7,570,135

10 商 工 費 3,473,046 10,840 3,483,886

15 観 光 費 4,026,144 60,105 4,086,249

 42,859,352 7,781 42,867,133

25 都市計画費 7,244,034 7,781 7,251,815

 76,185,235 2,615,961 78,801,196

10 教育総務費 10,137,387 26,000 10,163,387

40 社会教育費 7,022,396 1,674 7,024,070

45 保健体育費 8,076,592 2,563,950 10,640,542

55 美術館費 384,667 4,337 389,004

60 熊本城費 1,303,531 20,000 1,323,531

 3,404,542 3,900 3,408,442

10 農林施設災害復旧 0 3,900 3,900

   費

  合　　　計 420,181,481 2,987,331 423,168,812

   

   

60 災害復旧費

   

   

       歳　　　出

   

   

35 農林水産業費

   

40 商 工 費

   

   

45 土 木 費

   

55 教 育 費

   

   

   

15 総 務 費

   

   

   

   

20 民 生 費

   

   

   

25 衛 生 費

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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第２表　債務負担行為補正
（追加分） （単位：千円）

（令和７年度追加分）

（令和７年度追加分）

（こども支援課分）

（感染症予防課分）

（健康づくり推進課分）

（令和７年度追加分）

（令和７年度追加分）

3,000

15,000

44,500

55,000

405

632

保健福祉系システム改修業務委託

280
三山荘指定管理料

共同利用施設託麻東部会館指定管理料

高齢者技能習得センター指定管理料

老人憩の家指定管理料

保健福祉系システム改修業務委託
令和7年度～令和8年度 14,200

令和7年度～令和8年度

令和8年度～令和10年度

令和8年度～令和10年度

令和7年度～令和8年度ＴＫＢ４８避難所訓練業務委託

熊本市特別防災訓練業務委託

令和7年度～令和8年度

熊本城ＲＥＶＩＶＡＬ２０２６開催業
務委託

令和7年度～令和8年度

令和8年度

熊本地震１０年展覧会開催等業務委託 令和7年度～令和8年度

事　　　　　項 期　　　　間

「熊本地震の日」周知啓発等業務委託 令和7年度～令和8年度

令和8年度
新庁舎整備に伴う地質調査業務委託
（第２期）

熊本地震１０年普及・啓発業務委託 令和7年度～令和8年度

限　度　額

15,000

8,200

59,500

14,000

令和8年度 6

復興マルシェ開催業務委託 令和7年度～令和8年度 5,000

令和7年度～令和10年度 69,000

令和8年度 52,100

令和7年度～令和10年度 62,300

令和7年度～令和8年度 94,600

保健福祉系システム改修業務委託

熊本市植木火葬場火葬業務委託

生活保護関連システム改修業務委託

ひきこもり地域支援センター運営業務委
託
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第２表　債務負担行為補正
（追加分） （単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

（あおば支援学校分）

（小島小学校分）

（令和７年度分）

（令和７年度教室不足仮設建物分）

令和7年度～令和10年度

令和7年度～令和12年度

教員採用選考試験問題作成等業務委託 令和7年度～令和8年度 11,400

スクールバス運行業務委託

スクールバス運行等業務委託
154,800

令和7年度～令和10年度

令和7年度～令和12年度 240,000

1,638,300
小学校給食調理等業務委託

義務教育施設整備事業

緑化推進事業 令和7年度～令和8年度

174,200

14,000

-7-



第３表　地方債補正
（追加分）

農 林 水 産 業 施 設
災 害 復 旧 事 業

2,200
　

普通貸借
又　は
証券発行

計 2,200

（単位：千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利率 償還の方法

　
5.0％以内
ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る場合は､
利率の見
直しを
行った後
において
は、当該
見直し後
の利率

　
政府資金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
にはその債権者
と協定するとこ
ろによる。ただ
し市財政の都合
により繰上げ償
還することがあ
る。
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（変更分） （単位：千円）

償還の
方　法

新庁舎整備事
業

145,700
普通貸
借又は
証券発
行

5.0％
以内た
だし、
利率見
直し方
式で借
り入れ
る場合
は､利
率の見
直しを
行った
後にお
いて
は、当
該見直
し後の
利率

政府資金に
ついては、
その融資条
件により、
銀行その他
の場合には
その債権者
と協定する
ところによ
る。ただし
市財政の都
合により繰
上げ償還す
ることがあ
る。

169,200

老人福祉施設
整備事業

402,200 232,100

起債の目的
変　　更　　前 変　更　後

限度額
起債の
方　法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方　法

利
率

補正前に同じ

義務教育施設
整備事業

5,424,800 7,329,800

計 32,973,600 34,732,000
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